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大
人
気
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー「
生
き

抜
け
！
爆
走
！
ク
ソ
ハ
ム
ち
ゃ
ん
」

と
石
巻
市
の
観
光
Ｐ
Ｒ
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
い
し
ぴ
ょ
ん
ず
が
コ
ラ
ボ
し
、

7
月
1
日（
木
）よ
り
公
式
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
ス
タ
ン
プ
が
発
売
さ
れ
ま

す
。40
種
類
の
ス
タ
ン
プ
を
ぜ
ひ

チ
ェッ
ク
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

料
金

　
1
セ
ッ
ト
40
種
類
１
２
０
円

購
入
方
法

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
内
ス
タ
ン
プ

シ
ョッ
プ
ま
た
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ�

Ｓ
Ｔ

Ｏ
Ｒ
Ｅ

問　
観
光
課（
内
線
３
５
３
８
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、世
帯
主
が
死

亡
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ

た
世
帯
や
、収
入
が
減
少
し
た

場
合
、国
民
健
康
保
険
税
、介

護
保
険
料
お
よ
び
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
減
免
を
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。詳
し
い
条

件
な
ど
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

申
請
方
法　
申
請
書
を
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
し
、直
接

ま
た
は
郵
送
で
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※
申
請
は
で
き
る
だ
け
郵
送
で

し
て
く
だ
さ
い
。

問
申

　
〒
９
８
６-

８
５
０
１

　
（
住
所
不
要
）

　
保
険
年
金
課（
内
線
２
３
３
６
）

　
介
護
保
険
課（
内
線
２
４
４
３
）

問　
宮
城
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
保
険
料
課　

　
☎
0
2
2-

2
6
6-

1
0
2
1

　

購
入
引
換
券
を
対
象
の
方
に

郵
送
し
ま
し
た
。ぜ
ひ
購
入
く
だ

さ
い
。

と
き　
７
月
３０
日（
金
）ま
で

問　◦
購
入
引
換
券
に
つ
い
て

　
市
商
工
課（
内
線
３
５
２
６
）

◦
商
品
券
全
般
に
つ
い
て

　

石
巻
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品

券
事
業
実
行
委
員
会（
石
巻

商
工
会
議
所
）

　
☎
22-

0
1
4
5

い
し
ぴ
ょ
ん
ず
×
ク
ソ
ハ
ム

ち
ゃ
ん
コ
ラ
ボ

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ス
タ
ン
プ
発
売

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
伴
う
国
民
健
康
保

険
税
、介
護
保
険
料
お
よ
び

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
減
免
申
請

「
２
０
２
１
石
巻
市
地
域

商
品
券
」が
販
売
中
で
す

　

除
染
な
ど
が
必
要
と
な
る
空

間
放
射
線
量
は
、毎
時
０
・
23
㍃

シーベルト
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。市
内

に
お
い
て
放
射
線
量
の
測
定
を

行
っ
た
結
果
、測
定
地
点
の
全
て

で
、健
康
に
影
響
を
与
え
る
よ
う

な
数
値
は
検
出
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

※
住
民
持
ち
込
み
に
よ
る
食
品

な
ど
の
放
射
性
物
質
の
簡
易

検
査
お
よ
び
空
間
放
射
線

簡
易
測
定
器
の
貸
し
出
し
を

行
って
い
ま
す
。

問　
環
境
課（
内
線
３
３
６
８
）

空
間
放
射
線
量

5
月
の
測
定
結
果

空間放射線量の測定結果     （単位：ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時)
測定箇所 測定結果 測定機関

市立小学校、市立中学校、
市立高等学校（敷地） 0.05～0.09 5/6～5/28

市立保育所、私立幼稚園、
私立保育園（敷地） 0.04～0.08 5/6～5/28

公共施設等
（ホットスポット調査） 0.06～0.09 5/10～5/31

牡鹿地区集落 0.06～0.11 5/12～5/25

　
7
月
9
日（
金
）午
後
3
時
ご
ろ

防
災
ラ
ジ
オ
テ
ス
ト
放
送

優
良
賞

よく聞いて
みんなを守る防災無線
命を守る高台へ
 蛇田小学校2年 阿

あ べ
部心

み う
柚

問 　学校安全推進課（内線5082）　令和2年度石巻市学校防災推進会議

防災「合言葉」受賞作品
�

お
知
ら
せ

今月の
お知
 らせ

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
に
よ
り
、行
事
な

ど
が
中
止
や
延
期
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　65歳以上の方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）のワクチン接種予約を受付中です。ワクチンは2回接種が必要で、いずれも無料で受けられます。
　　　　　　◦コールセンターへの電話またはインターネットで予約してください（市役所の電話では予約できませんので注意ください）。
　　　　　　◦2回分（1回目、2回目）をまとめて予約することも可能です。
　　　　　　※1回目と2回目の接種は、3週間の間隔を空ける必要があります。まとめて予約する際は注意ください。
　　　　　　◦予約には、接種券に記載されている「あなたの券番号」が必要です。

予約方法

○大規模接種会場
　より多くの皆さんに早期にワクチン接種を受けていただけるよう、大規模接種会場を設置します。

○個別接種医療機関
　あゆみ野クリニック、佐藤・みみ・はな・のどクリニックを追加しました。接種対象者は、定期的に通院している方のみです。
※個別接種を行う医療機関の予約枠の追加について現在調整中です。詳細が決まりましたら、市ホームページや新聞でお知らせします。

65歳以上の方の新型コロナウイルスワクチン接種を行っています

接種当日について
◦市から送付した接種券、予診票（1枚）、身分証明書（運転免許証や保険証など）を忘れ

ずに持参してください。また、予診票は事前に自宅での記入をお願いします。
◦感染症対策として、マスクの着用をお願いします。また、接種の際に肩を出していただき

ますので、半袖の上に上着を羽織るなど、肩を出しやすい服装でお越しください。
※接種会場に早く来すぎないようお願いします。受付時間より前に多くの人が集まること

で、3密が発生し感染リスクが高まります。途中でワクチンが無くなることはありません
ので、慌てず焦らずご来場ください。

副反応について
・接種後に発熱や腫れなどの体調変化があった場合、まずは接種医やかかりつけ医など

身近な医療機関に相談ください。相談先に迷う場合は、宮城県新型コロナウイルス感
染症受診・相談センター（電話番号：022-398-9211 （24時間対応））においても、相談
に対応しています。

・ファイザー社の新型コロナワクチンでは、稀な頻度でアナフィラキシー（急性のアレル
ギー反応）が発生したことが報告されています。接種後アナフィラキシーが発症した場

接種会場

会場名 接種回 とき 定員

河北総合センター
（ビッグバン）

1回目 7月10日（土）・11日（日） 午前9時～午後1時
午後2時～午後6時 2,400人／日

2回目 7月31日（土）・8月1日（日）

石巻市新型コロナワクチンコールセンター
☎0120-456-856 （通話料無料） 

（平日）午前8時30分～午後6時　（土日・祝日）午前9時～午後3時
第2コールセンター
☎0225-90-8052（通話料がかかります）�

（平日）午前8時30分～午後6時　（土日・祝日）午前9時～午後6時
※間違い電話が非常に多くなっています。かけ間違いにご注意ください。

合に、すぐに治療を開始できる体制を整備しています。
・極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害（病気になったり障害が残っ

たりすること）が生じることがあることから、予防接種法に基づく救済制度が
設けられています。

その他
◦65歳以上の方で接種券が届いていない場合は、コールセンターまで連絡ください。
◦高齢者以外の方の接種券のお届け時期や接種開始時期は、決まり次第、市

報や市ホームページでお知らせします。
問　石巻市新型コロナワクチンコールセンター　☎0120-456-856（通話料無料）
　　　第2コールセンター ☎0225-90-8052（通話料がかかります）  
　　◦ワクチン接種後の体調変化に関する相談
　　　宮城県 受診・相談センター ☎022-398-9211（24時間対応）
　　◦ワクチン施策の在り方等に関する相談
　　　厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター
　　　☎0120-761-770（通話無料）

電話予約の場合 インターネット予約の場合

石巻　ワクチン詳しくは

予約専用サイト
https://vaccines.sciseed.jp/ishinomaki

予 約 受 付 中 の
会場に関する最
新情報は市ホー
ムページを確認
ください！

スマートフォンの場合は
こちらのQRコードからアクセスできます

十分な空きが
あります！
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高齢者福祉サービスのお知らせ
　市では、在宅高齢者の方の日常生活を支援するため、介護保険サービスとは別
に、次のような福祉サービスを行っています。サービスにより利用者負担などの要
件がありますので、詳しくは問い合わせください。

問申 　市内地域包括支援センター、利用の居宅介護支援事業者
　　　  ①～⑦　福祉総務課（内線2463）・各総合支所市民福祉課
　　　  ⑧ ・ ⑨　介護保険課（内線2445）・各総合支所市民福祉課

サービス名 概　要 対象要件

①老人日常
　生活用具
　給付等事業

援護が必要な高齢者の方に、電磁調
理器などの日常生活用具を給付しま
す。対象用具によって限度額が異な
ります（限度額を超えた金額は、自己
負担）。
※用具購入前の申請が必要です。

６５歳以上の方で本人および世帯全
員が市民税非課税の方で要件に該
当する方
(例)電磁調理器：要介護または要支

援と認定された人
※対象用具によって要件は異なり

ます。

②外出支援
　サービス

公共交通機関を利用することが困難
な高齢者の方に、通院などのために
利用する寝台車などのタクシー料金
の一部を助成します。

６５歳以上で介護保険において要介
護３～５と認定された市民税非課税
の方

③1人暮らし
　老人等
　緊急通報
　システム事業

１人暮らしの高齢者等の方に、緊急通
報システム機器を設置し、急病などの
緊急事態に迅速な対応を行います。

◦６５歳以上で慢性疾患などのた
め日常生活に注意を必要とする
1人暮らしの方など

◦８０歳以上の１人暮らしの方など

④寝具洗濯
　乾燥消毒
　サービス事業

寝具の衛生管理が困難な高齢者の
方に対し、寝具の洗濯、乾燥、消毒の
サービスを行います。

６５歳以上の１人暮らし、または高齢
者のみの世帯に属し、世帯全員が
市民税非課税の方

⑤訪問理美容
　サービス事業

理美容店の利用が困難な高齢者の
方に対し、自宅を訪問し、理容、美容
のサービスを行います。

６５歳以上の１人暮らし、または高齢
者のみの世帯に属し、介護保険に
おいて要介護３～５と認定され、か
つ市民税非課税の方

⑥バリアフリー
　住宅普及
　促進事業

手すりの取り付けや段差解消などの
住宅改修資金の助成を行います。
※工事着工前の申請が必要です。

６５歳以上で住居の改良が必要と認
められる世帯全員が市民税非課税
の方
※「要支援」、「要介護」認定者は除く。

⑦生きがい
　デイサービス
　事業

家に閉じこもりがちな高齢者の方を
対象に、公共施設などにおいて「集い
の場」と趣味製作などの「活動の場」
を提供します。

６５歳以上の家に閉じこもりがちな
方で「要支援」、「要介護」の認定を
受けていない方

⑧「食」の
　自立支援事業

心身、環境の要件が、日常の食生活に
おいて支援が必要である高齢者の方
に、栄養バランスのとれた食事を届
けるとともに、安否確認を行います。

６５歳以上の１人暮らし、または高齢
者のみの市民税非課税世帯に属す
る方

⑨介護用品
　支給事業

在宅で高齢者を介護している家族の
方に、紙おむつ、尿取りパットなどの
購入給付券を支給します。

世帯全員が市民税非課税で、在宅
の要介護認定を受けている６５歳以
上の方を介護している家族

　
災
害
対
策
基
本
法
の
改
正
に

よ
り
、避
難
勧
告
が
廃
止
さ
れ
、

避
難
指
示
に
一
本
化
さ
れ
ま
し

た
。避
難
指
示
は
危
険
な
場
所

に
い
る
人
が
避
難
場
所
な
ど
に

避
難
す
る
こ
と
が
原
則
で
す
の

で
、市
民
の
皆
さ
ん
は
、住
ん
で

い
る
場
所
が
安
全
か
ど
う
か
、い

ま
一
度
確
認
く
だ
さ
い
。

問　
危
機
対
策
課

　
（
内
線
４
１
５
８
）

●
国
民
健
康
保
険

　
７
月
中
旬
に
令
和
３
年
度
納

税
通
知
書（
第
４
期
～
第
10
期

の
確
定
賦
課
）を
送
付
し
ま
す
。

●
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
７
月
中
旬
に
令
和
３
年
度
保

険
料
額
決
定
通
知
書
お
よ
び
納

入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
、令
和
２
年
中
の
所

得
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
ま
す
。

通
知
書
が
届
か
な
い
場
合
は
、問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
３
６
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　
各
支
所

　
交
通
事
故
な
ど
第
三
者
の
行

為
に
よ
っ
て
負
傷
し
た
場
合
も
、

国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
で
治
療
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、こ
の
場
合
の
治
療
費

は
本
来
第
三
者
が
支
払
う
も
の

で
す
の
で
、一
時
的
に
国
民
健
康

災
害
対
策
基
本
法
の
改
正

に
伴
う
避
難
情
報
の
変
更

に
つ
い
て

保
険
税・保
険
料
の
納
税・

納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

交
通
事
故
な
ど
で

け
が
を
し
た
ら

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
て
い
る
低
所
得

の
子
育
て
世
帯
に
給
付
金
を
支

給
し
ま
す
。

対
象　
１８
歳
の
年
度
末
ま
で
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
で
、

①
令
和
３
年
度
の
住
民
税
均

等
割
が
非
課
税
の
方
ま
た
は

②
令
和
３
年
１
月
以
降
に
家

計
が
急
変
し
、収
入
が
①
の
方

と
同
程
度
と
な
る
方
で
す
。

子
育
て
世
帯
生
活
支
援

特
別
給
付
金
の
支
給

情報公開制度とは
　市が保有する公文書を、皆さんからの請求により公開する制度です。情報の公
開により、透明性の高い行政運営を確保し、公正で開かれた市政を推進します。
個人情報保護制度とは
　市が保有する皆さんの個人情報の適正な取り扱いや自己情報の開示・訂正など
を請求する権利に関する制度です。個人の権利利益の侵害の防止を図り、個人の
人格・尊厳の尊重に寄与します。
情報公開コーナーのご案内
　開示請求の受け付けや情報公開などに関する相談・案内を行っています。
　また、刊行物や予算書、市議会会議録、統計書など市政に関する資料を自由に閲
覧することができます。
※資料のコピーもできます（有料）。
※各総合支所でも受け付け・相談・案内を行います。

問申 　総務課（内線４０３６）・情報公開コーナー（内線４７８３）

情報公開制度および個人情報保護制度の運用状況

令和２年度施行状況表

情報公開制度による公文書開示請求 個人情報保護制度による個人情報開示等請求
・開示請求件数　　　　　　  　
・開示件数（一部開示含む）　　
・不存在件数　　　　　　　　　　
・不開示件数　　　　　　　　　　
・存否応答拒否
・取り下げ件数　　　　　　　　　　
・却下件数　　　　　　　　　　　
・審査請求件数　　　　　　　　　

１０９件
１０２件

４件
０件
０件
３件
０件
０件

・開示請求件数　　　　　　　　　　
・開示件数（一部開示含む）　
・不存在件数　　　　　　　　　　　
・不開示件数　　　　　　　　　　　
・存否応答拒否　　　　　　　　　　　
・取り下げ件数　　　　　　　　　　　
・訂正請求件数　　　　　　　　　　　
・利用停止請求件数　　　　　　　　　
・審査請求件数　　　　　　　　　　　

４１件
３５件
５件
０件
０件
１件
０件
０件
０件

�

子
ど
も
・
教
育

　市の復興のために、国内外より寄附金をいただいています。令和２年度までに、
総額１４億円以上の寄附金があり、復興に必要な事業に役立てられています。　
令和２年度までの寄附金の総額　３，１１５件　１４億３，４４８万６，６８９円
令和２年度活用事例

問　　復興政策課（内線4218）

「災害復旧費寄附金」の状況

公　園体　育文　化
　石巻市民会館と石巻文化
センターの後継施設となる
マルホンまきあーとテラス
の備品を購入しました。

　雄勝中心部地区に再建し
た石巻市雄勝体育施設に備
品を購入しました。

　石巻南浜津波復興祈念公
園の雲雀野広場に遊具を設
置しました。

　
５
月
・
６
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
を
７
月
９
日（
金
）に
振
り

込
み
ま
す
。

問　
子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
１
３
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

今
月
は
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
月
で
す

保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

で
立
て
替
え
払
い
を
し
、あ
と
か

ら
第
三
者
へ
請
求
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

治
療
を
受
け
る
際
は
、市
へ
の

届
け
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

必
要
な
書
類
な
ど
に
つ
い
て
は
保

険
年
金
課
に
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、介
護
保
険
の
第
１
号

被
保
険
者
の
方
が
、第
三
者
の

行
為
に
よ
って
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
た
場
合
は
、併
せ
て

介
護
保
険
課
へ
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

問
申

　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
４
４
）

　
介
護
保
険
課

　
（
内
線
２
４
３
９
）

※
ひ
と
り
親
世
帯
分
と
し
て
既

に
支
給
を
受
け
た
方
お
よ
び

申
請
し
た
方
を
除
く
。

　
申
請
方
法
お
よ
び
支
給
要
件

な
ど
、詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

問
申

　
子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
１
３
）

　
　�

福
　
祉

　

７７
歳
以
上
の
方
を
対
象
に
例

年
９
月
に
開
催
し
て
い
ま
し
た

が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
今
年
度

も
開
催
を
中
止
し
ま
す
。

　
な
お
、対
象
の
方（
昭
和
１９
年

１２
月
３１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）

に
は
、９
月
中
旬
に
さ
さ
や
か
な

お
祝
い
の
品
を
送
付
し
ま
す
。

敬
老
会
の
開
催
中
止

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
新

し
い
保
険
証
を
７
月
下
旬
ま
で

に
送
付
し
ま
す
。該
当
す
る
方
に

は
限
度
額
適
用
認
定
証
も
一
緒

に
送
付
し
ま
す
。

●
保
険
証
の
色
が
緑
色
か
ら
オ

レ
ン
ジ
色
に
変
わ
り
ま
す

　
８
月
１
日（
日
）以
降
は
、オ
レ

ン
ジ
色
の
保
険
証
を
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

問　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
４
６
）

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

（
保
険
証
）を
更
新
し
ま
す

問　
福
祉
総
務
課

　
（
内
線
２
４
６
２
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

現
在
使
用
中
の「
介
護
保
険

負
担
限
度
額
認
定
証（
紫
色
）」

の
有
効
期
限
は
７
月
３１
日（
土
）

で
、更
新
受
け
付
け
は
８
月
２
日

（
月
）か
ら
行
う
予
定
で
す
。

　

７
月
中
旬
に
、申
請
書
な
ど

８
月
か
ら
介
護
保
険
負
担
限
度

額
認
定
証
が
更
新
に
な
り
ま
す

を
送
付
し
ま
す
の
で
、手
続
き
を

行
って
く
だ
さ
い
。な
お
、郵
送
で

の
申
請
も
受
け
付
け
ま
す
。

問
申

　
〒
９
８
６

-

８
５
０
１

　
（
住
所
不
要
）

　
介
護
保
険
課（
内
線
２
４
４
２
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課


